令和８年１月１９日

町内事業者　各位


令和８年度紀北町工事発注に係る格付けのための技術職員名簿等の提出について

紀北町役場　財政課

平素は、町行政に対しまして、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
令和８年度紀北町工事発注に係る格付けのための技術者要件の認定のため、別紙様式により事業所等の技術職員名簿を提出していただきますようお願いいたします。
※この書類につきましては、経営事項審査では技術者１人に対し２業種までの登録となっているため、より幅広く入札参加をしていただけるよう提出していただくものです。
なお、期限までに提出されなかった場合、令和８年度の格付けには反映されないため、一般競争入札への参加ができなくなる場合がありますので、ご留意ください。
ご不明な点等ございましたら事務担当までご連絡ください。


１.必要となる書類（すべて、認定基準日：令和８年２月１日現在のものとしてください）
	下記の（１）～（６）の書類を提出してください。
	なお、提出書類につきましてはＡ４サイズにそろえていただきますようお願いします。

　　（１）紀北町建設工事等技術職員名簿・・・原本
	※建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術者を対象とします。
	※技術者の資格は、添付されているコード表を参照して記入してください。
	※営業所の専任技術者欄には、登録されている業種名を記入してください。
	※担当業務区分欄については、各資格において担当可能な業種すべてに○を付してください。

　　（２）紀北町建設工事等技術職員名簿に記載した技術者の資格を確認できる書類・・・写し
	※監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証・合格証明書や免許証・国土交通大臣の認定
証等
	※実務経験に該当するコード番号（Ｕ１・Ｕ２）で認定を希望する場合、経営事項審査受審時
	　に提出した技術職員名簿（別紙二）にて、該当資格の確認をさせていただきます。

　　（３）経営規模等評価結果通知書・総合評定地通知書及び受審時に提出した技術職員名簿（別紙二）
・・・写し
	※審査基準日が令和６年１０月１日から令和７年９月３０日のものを提出してください。
	※提出期限までに該当期間の結果通知書が届いていない場合は、直近のものを添付していただ
	き、該当期間のものが届き次第、提出してください。

　　（４）紀北町建設工事等技術職員名簿に記載した技術者の雇用状況を確認できる書類・・・写し
	※次に示すいずれかの書類。
	ａ．健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書（申請時直前のもの）
	ｂ．雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
	ｃ．住民税特別徴収税額の通知書（申請時直前のもの）

　　（５）工事の施工実績が確認できる書類・・・写し
※平成23年度以降に紀北町内において公官庁発注の工事を元請負として単独又はJVの構成員（出資率20％以上）としての施工実績を有すること。（コリンズ（工事実績）や完成認定書）

　　（６）町税に係る完納証明書・・・原本
	※本庁税務課または海山総合支所住民室税務係で証明してもらい、提出してください。
　　　　※税務課に税務証明交付申請書を提出していただき、完納証明を受け、提出してください。
（紀北町ホームページからもダウンロードできます。）
　　　　※完納証明は２月１日から２月２７日までの間に発行されたものとしてください。


２.提出期限及び提出場所
	令和８年２月２７日（金）
	紀北町役場　財政課


３.その他
	・内容について問い合わせることがありますので、必ず写しを保管してください。
	・内容について説明のできる方が持参してください。
	・技術職員名簿は年度ごとに提出していただきますので、提出後に変更（追加・削除）が生じ
	　た場合でも、変更届等の提出は必要ありません。
	・提出書類の様式は、紀北町ホームページからもダウンロードできます。
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